
認定給付業務の集約・委託化について

京都市では，これまで区役所・支所で行ってきた認定給付に関する業務について，   

令和２年４月から業務を集約し「京都市介護認定給付事務センター」（以下「事務センター」

という。）において業務を行います。

なお，市民の皆様や御家族等が，区役所・支所の窓口に介護認定や給付に関する相談や 

申請に来られた場合は，これまでどおり対応します。

１ 事務センター名称，設置場所 

名  称：京都市介護認定給付事務センター 

設置場所：京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町６５ 京都朝日ビルディング２階 

※ 京都市営地下鉄 烏丸御池駅から徒歩約５分 

※ 駐車場はありません。公共交通機関を御利用ください。 

受付時間：月～金曜日（祝日，年末年始除く）８時４５分～１７時３０分 

電話番号：０７５－７０８－７７１１（令和２年４月１日から利用可能） 

Ｆ Ａ Ｘ：０７５－７０８－６０６１（      同上      ） 

２ 開設年月日 

令和２年４月１日（水） 

３ 集約・委託化後のイメージ 
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